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皆々様には、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平成25年4月に施行された障害者総合支援法において、難病のある人が障害福祉サー

ビスの利用対象となり、今後利用が増大するとともに有効利用のあり方を検討すること

が重要になると予想されます。 

このことを踏まえ、厚生労働省の意向のもと、厚生労働科学研究費補助金「難病のあ

る人の福祉サービス活用による就労支援についての研究」を開始いたしました。 

この研究は、就労系福祉サービス機関において難病のある人の利用が拡大するために

必要な地域連携のあり方と支援手法を検討することを目的として、難病のある方の支援

ニーズの調査とともに支援する側の基礎調査を行ないたいと考えています。 

この研究の一環として、現時点での関係機関における難病のある人の利用実態を把握

することも合せて調査を行わせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいた

します。                                 敬具 

＊ここでいう難病とは、平成25年4月に施行された障害者総合支援法に定める難治性疾患克服研究事業

の対象130疾患及び関節リウマチをさします。 
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<<本調査に対するお問い合わせ先>> 
国立障害者リハビリテーションセンター 病院 

臨床研究開発部 

埼玉県所沢市並木４丁目１番地 

Tel:04－2995－3100（内線3026） 

メール：nanbyo＠rehab.go.jp 

担当：亀澤・佐久間 


